
行政評価シート（事務事業評価）  評価年度 ４年度 

事業名 おめでとう赤ちゃん出生お祝い事業 担当課 福祉課 

事業内容（簡潔に） 新生児１人につき１万円の祝金を支給する。 

 
１ 計画（ＰＬＡＮ）：事務事業の計画的位置づけ 

 基本方向 夢を持ち明日を担う人材を育むまちづくり 
第７次総合計画での目的体系 政策 子と親をまるごと育むまちづくり 
 施策 子育て支援の充実 
関連する個別計画等 韮崎市子ども・子育て支援事業計画 根拠条例等 韮崎市おめでとう赤ちゃん出生祝い金支給要綱 
 
２ 計画（ＰＬＡＮ）：事務事業の概要 

事業の目的 
新生児の誕生を祝うため。 

事業の手段 

出生届後６０日以内の申請により、現金または口座払にて新生児１名につき、１０，０００円の
祝金と祝品（木工スプーン）を贈呈する。 

事業の対象 
韮崎市に住所を有する新生児の保護者で、新生児を最初に韮崎市の住民基本台帳へ登録した者 

 
３ 実施（ＤＯ）：投入費用及び従事職員の推移（インプット＝費用＋作業） 

 元年度 2 年度 3 年度 
A 事業費 (千円) 1,551  1,662  1,665  

財
源
内
訳 

 国・県支出金       
 その他（使用料・借入金ほか）       
 一般財源 1,551  1,662  1,665  

B 担当職員数（職員 E） (人) 0.12  0.12  0.12  
C 人件費(平均人件費×E) (千円) 806  789  790  

D 総事業費(A+C) (千円) 2,357  2,451  2,455  

主な事業費用の

説明 
報償費（出生祝金）、印刷製本費（祝金用封筒印刷）、3 年度～消耗品費（木工スプーン） 

注〉平均人件費は各年度決算額(職員給与費)から算出した元年度（6,715 千円）, 2 年度（6,575 千円）, 3 年度（6,582 千円）を使用しています。 

 

４ 実施（ＤＯ）：事業を数字で分析（アウトプット＝事業量） 

 指標名 指標の算出方法 
実   績   値 

元年度 
 

2 年度 
 

3 年度 
 

活動指標 

１ 
支給件数 
 

当該年度祝金支給件数 154 

 

165 129 

２ 
     

３ 
 
 

    

妥当性 □ Ａ 妥当である ■ Ｂ ほぼ妥当である □ Ｃ 妥当でない 

上記活動指標と妥当性
の説明 

１ 新生児の誕生を祝うという趣旨から、祝金・祝品の事業規模として、ほぼ妥当と考えている。 
 

２  

３  
 

 



５ 評価（ＣＨＥＣＫ）： 事務事業評価 （アウトカム＝成果・効果） 

 指標名 指標の算出方法 実   績   値 

元年度 2 年度 3 年度 

成果指標 

もしくは 

まちづくり

指標 

１ 
支給率（％） 
 

支給件数／出生届提出数（件） 

129／129 
100.0 100.0 100.0 

 

２ 
アンケート結果 
 

満足（うれしい）と回答した人

数 115 人／回答者 118 人 

－ － 97.5 

３ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

成 果 □ Ａ 上がっている ■ Ｂ ほぼ上がっている □ Ｃ 上がっていない 

上記指標の妥当性と成
果の内容説明 

１ 出生届を提出した対象者全員に、速やかに支給している。 
 

２ 満足（うれしい）との回答が 97.5％であったことから事業内容として、妥当と考えている。 

 

３  
 

 
 

事務事業総合評価 □ Ａ 期待以上に達成 ■ Ｂ 期待どおりに達成 □ Ｃ 期待以下の達成 
     
 

６ 改善（ACTION）：今後の事務事業の展開  
  □ 拡大（コストを集中的に投入する） ■ 一部改善（事務的な改善を実施する） 

今後の事業展開  □ 全部改善（内容・手段・コスト・実施主体等の見直し

が必要） 
□ 縮小（規模・内容を縮小、又は他の事業

と統合する） 
  □ 廃止（廃止の検討が必要）  

事
務
事
業
の
改
善
案 

改善の概要・方向性（いつまでに、どういう形で具体化するのか） 
令和４年度の改善計画（今後の事業展開説明） 
 引き続き、祝金と祝品を贈呈することで、祝意に対する満足度を高める。 
 なお、近隣市町村では祝金の支給は北杜市のみとなっている。 

過去
の 

改善
経過 

改

善

の

経

過 

平成１０年 ４月  「武田の里すこやか赤ちゃん出生奨励祝金支給事業」を実施 

           （第１子 20,000 円 第２子 70,000 円 第３子 300,000 円） 

平成２３年 ３月  「武田の里すこやか赤ちゃん出生奨励祝金支給事業」を廃止 

平成２３年 ４月  「韮崎市おめでとう赤ちゃん出生祝い金支給要綱」を制定 

           新生児の誕生を祝うことのみを目的とし、一律 10,000 円支給 

平成 25 年度     韮崎市行政改革推進本部会議にて、廃止を前提に検討することとなった。 

３年間（平成 26.～28 年度）は、事業を継続することを決定 

（平成 29 年度以降の事業実施については、検討することになった。） 

平成２９年 ４月   有効期間を３年間延長(平成 32 年 3 月 31 日まで)する要綱を改正 

平成２９年 10 月   合計特殊出生率が高い、福島県矢祭町を視察（出生祝金の高額支給との関連性など） 

令和 ２年 ３月   補助金等適正化基準による見直しにおいて、令和２年度をもって事業を廃止することが決定 

令和 ２年 ４月   有効期間を１年間延長(令和３年 3 月 31 日まで)する要綱を改正 

令和 ３年 ４月   有効期間を１年間延長(令和４年 3 月 31 日まで)する要綱を改正 

           祝金と併せ、新たに祝品（木工スプーン）の贈呈を開始 

 

直

近

の

評

価

結

果 

内部評価 2 年度 □ 拡大 － ■ 一部改善 □ 全部改善 □ 縮小 □ 廃止 

評価時の 
改善案 

事業自体は、お祝い金を支給するだけの事業なので、事務の改善等が必要となるところも少な
いが、今後も速やかに支給できるよう努める。 
高額支給している他市の効果などについて、引き続き調査する。 
要綱の有効期間が過ぎた後（平成３２年度以降）の事業実施については、再度検討する。 

外部評価 対象外 □ 拡大 □ 継続 □ 一部改善 □ 全部改善 □ 縮小 □ 廃止 

評価時の 
改善案 

対象外 

課長所見 今後も速やかに支給できるよう努める。 

  


